
一支国博物館情報コンテンツ制作業務実施要領 

 

壱岐島の魅力と一支国博物館の豊富な情報をミックスさせた情報コンテンツ（クッショ

ンページ）を制作し、近隣地域対象者（福岡・長崎・熊本・佐賀・大分・山口）に対して SNS

（YouTube、Instagram、Facebook 等）を通じて情報発信を行い、一支国博物館入館者の増

に繋げる。 

 

１ 事業概要 

 （１）業務名 

    一支国博物館情報コンテンツ制作業務 

  

（２）業務目的 

ウィズコロナ運営体制の中で、国内外の方々に壱岐島の魅力と一支国博物館の情

報を発信することで、早期に来館者年間 10 万人以上の集客達成を目標に掲げ、壱

岐島に多くの来島者を迎えて様々な交流を生み出すため、WEB を駆使した情報発

信を強化する事業を推進する。 

  

（３）事業内容 

   別紙仕様書のとおり 

 

（４）履行期間 

   契約締結の日から令和６年 2 月２９日まで 

 

（５）契約形態 

   委託契約とする 

 

２ 予定価格 

 （１）限度額 

３，２４５，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格 

  参加は公募によるものとし、本業務に必要な能力を有する者で、次に掲げるすべての要

件を満たす者を対象とします。 

 （１）令和５年度壱岐市競争入札参加資格名簿（広告代理業）に登録されている者。 

  

 （２）地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しない者。 

 

（３）過去に、誘客促進を目的とした情報発信事業を受託した者。 

  

（４）この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったとき 



は、この提案競技の終了を宣言した日）までの間に、壱岐市から競争入札参加停

止の措置又は排除措置を受けている期間がある者でないこと。 

 

（５）この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったとき 

は、この提案競技の終了を宣言した日）までの間に、壱岐市の競争入札参加停止等 

措置要領等に規定する措置要件に該当しない者であること。 

 

（６）市税を滞納していない者であること。 

 

（７）消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

 

（８）会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定

がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参

加資格の再認定を受けたものを除く。）、破産法に基づく破産手続開始の申立てが

なされている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手

形交換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全で

あると認められる者でないこと。 

 

４ 説明会及び質問の受付 

  説明会はいたしませんが、質問は以下の期間でメールにて受け付けます。 

  この場合には、送信後、必ず電話にて到達の確認をしてください。 

 （１）質問の受付期限 

    令和５年７月７日（金）午後１２時 

 

 （２）質問の提出方法 

    質問書（別紙１）に必要事項を記載の上、電子メールにて観光課宛に送信してくだ 

さい。メールの件名は、「一支国博物館情報コンテンツ制作業務の問い合わせ（会

社名）」としてください。  

    また、質問がない場合でも、回答内容の送付を希望する場合は、電子メールにより、

社名、担当者名、連絡先（電話番号、FAX 番号、メールアドレス）を記載し送付し

てください。 

 

 （３）質問の回答 

    質問に対する回答は、令和５年７月７日（金）までに、質問のあった者全員及び希

望者に電子メールにより回答します。 

 

５ 参加申込書等の提出 

 （１）提出書類 

    ①参加申込書（別紙２） 



    ②会社概要書（別紙３） 

  

（２）提出期限 

令和５年７月１４日（金）午後５時 

 

（３）提出方法 

      郵送又は持参 

 

（４）提出場所 

    壱岐市役所 観光課 

     （持参） 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触 620-1 壱岐振興局別館 2 階 

    （郵送） 811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触 562 

  

６ 企画提案書等の提出 

 （１）提出書類 

    次の書類を提出してください。なお、提出していただく書類等は返却しません。ま 

た、必要に応じて追加資料を提出いただくこともあります。 

   ①企画提案書（別紙４） 

   ②積算見積書（様式任意） 

    本委託業務の実施に伴う全ての経費（消費税及び消費税相当額を含む）を算出し、 

見積書を提出してください（審査会に参加する費用、その他、協議・撮影に要す 

る費用等、全ての経費を含みます）。 

但し、壱岐市が保有する写真データについては無料で使用することができます。 

消費税及び消費税相当額を除く額及び含む額をそれぞれ記載してください。 

    積算の内訳が分かるよう具体的に記載してください。 

    企業等の代表者印を押印してください。 

   ③工程表（A4 サイズ 任意様式） 

    別紙仕様書の内容に基づき企画提案する業務の具体的な実施スケジュールを作 

成してください。 

   ④実施体制表（様式任意） 

⑤実績に関する資料（様式任意 5 ページ内） 

会社及びインフルエンサーの過去５年以内の実績がわかる資料を作成してくだ 

さい。 

 

（２）提出部数 

   正本 1 部及び副本 4 部 

 

（３）提出期限 

   令和５年７月２１日（金） 午後５時（必着） 

  



（４）提出方法 

   持参又は郵送 

  

（５）企画提案書等の提出期限後における書類の追加、修正及び再提出には原則として応 

じません。 

 

 （６）提出先 

    壱岐市役所 観光課 

     （持参） 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触 620-1 壱岐振興局別館 2 階 

    （郵送） 811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触 562 

 

７ 受託候補者の選定 

 （１）審査方法  

・当業務は、提出された書類をもとに、書面審査により受託候補者を決定します。 

審査会は令和５年７月下旬に審査を行います。 

・概算見積書の金額が安価な提案を行った者を、第一義的に採用するものではあり 

ません。 

 

 （２）審査基準 

・１００点満点のうち、合計得点が最も高い提案者を特定する方式とします。ただ 

し、最も高い得点が５０点以下の場合は、契約予定者の対象外となります。また、 

同点となる提案が複数あった場合は、審査会での協議により順位を決定するも 

のとします。 

 

    ・下表のとおり 

審査項目 配点 

１ 壱岐島および一支国博物館の魅力や情報が対象者に伝わ

りやすく、壱岐島への誘客に繋がる内容となっているか。 

30 点 

２ 旅行好きの層や歴史に興味がある層など、対象者を特定し

て効果的に情報発信する内容となっているか。 

30 点 

３ ＷＥＢ広告の運用に対する効果検証を行い、改善・見直し

が可能な内容となっているか。 

30 点 

４ 委託事業を効率的に行うことができる人員体制・スケジュ

ールとなっているか。 

10 点 

合      計 100 点 

  

（３）結果通知 

    審査結果については、採用の有無に関わらず、後日書面で通知するとともに、壱岐 

    市ホームページに結果の公開を行います。 

    なお、決定経緯及び決定理由等に関する問い合わせには応じません。 



 

８ 契約の締結 

 採用業者とは、内容を別途協議の上、契約を締結します。 

 契約内容については、協議の中で、変更する場合があります。なお、辞退その他の理由

で契約できない場合は、次点の事業者との契約交渉を行います。 

 最終的な契約内容及び金額については、審査後、契約交渉候補者と壱岐市の間で提案

内容等を確認する場を設け、実施可能な内容について、精査、調整のうえ、最終的な仕

様、金額を確定するものとします。 

 提案内容及び見積額でそのまま契約を行うものではありません。 

   

９ その他 

 （１）提案は、参加業者１社につき１案とします。 

 

（２）次に掲げる場合については提案を無効とします。 

①所定の日時までに所定の提出先に提出すべき書類を提出しなかった場合 

②本プロポーザルに関する条件、あらかじめ指示した事項等に違反した場合 

 

（３）プロポーザルへの参加、企画提案に要する全ての費用は参加者負担となります。 

提出された企画提案書等は返却しませんので、あらかじめご了承願います。 

 

（４）委託料には、受託者の旅費、資料の郵送費等の一切の付帯費用を含むものとしま 

す。 

 

（５）受託者は、受託業務を実施するにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又 

は自己の利益のために利用することはできません。また、委託業務終了後も同様

とします。 

 

（６）事業の趣旨に沿った効果的な提案であれば、仕様書に記載の無い事項について 

も、新たな提案を妨げるものではありません。 

 

（７）業務の実施にあたり、第三者（市及び受託者以外のもの）が権利を有する素材を 

用いる場合は、著作権処理など利用に必要な措置を講じてください。 

 

（８）委託業務により作成した成果物及び当該成果物に係る著作権は、市に帰属するも 

のとします。 

 

（９）当事業は、国の「離島活性化交付金」を活用した事業であり、会計検査等の対応 

が生じる場合があります。 

 

10 スケジュール 



令和５年６月３０日（金）       公募開始 

令和５年７月７日（金）午後１２時   質問締切 

令和５年７月７日（金）        質問への回答 

令和５年７月１４日（金）午後５時   参加申込書提出期限 

令和５年７月２１日（金）午後５時   企画提案書等提出期限 

令和５年８月上旬（予定）       審査結果通知 

令和５年８月上旬（予定）       契約締結 

 

11 問い合わせ先 

壱岐市 企画振興部 観光課 栁原・豊永 

  〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562 

  電話 0920-48-1130 ／ FAX 0920-48-1120  

   メールアドレス iki-kankou@city.iki.lg.jp 

 


